
≪発表記者会：岩手県政記者会≫

国土交通省　東北運輸局　岩手運輸支局

１．行政処分等対象事業者及び営業所

　事業者：有限会社ムラヨシ運輸　　代表取締役　田村　道美

　　　　　（法人番号：７４００００２００７３１９）

　　　　　岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２０番地

　営業所：本社営業所

　　　　　岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２０番地

２．行政処分等年月日　　　　令和８年６月１８日

３．行政処分等の概要

(１)事業の停止処分

令和８年６月２９日から令和８年７月１日まで（３日間）

(２)事業用自動車の使用停止処分（２０７日車）

令和８年７月２日から令和８年７月１５日まで（１３両×１４日）

令和８年７月２日から令和８年７月２６日まで（１両×２５日）

【裏面へ続く】

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ９ 日

一般貨物自動車運送事業者に対し事業の停止命令等を
発しました

　令和８年１月２２日に東北運輸局岩手運輸支局が有限会社ムラヨシ運輸の本社営業所に

対し監査を実施しました。

　監査の結果、貨物自動車運送事業法及び関係法令に違反している事実が認められたた

め、東北運輸局長は下記のとおり事業の停止命令等を発しましたのでお知らせします。

記



４．違反の概要

以　上

《問合せ先》

東北運輸局　岩手運輸支局　輸送・監査部門

担当：本間、加藤

℡：０１９－６３８－２１５４
音声ガイダンス３番

（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反

（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）

（２）点呼の実施義務違反

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項）

（３）点呼の記録義務違反【不実記載】

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

（４）業務の記録義務違反【不実記載】

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）

（５）運行記録計による記録違反【不実記録】

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

（６）運転者に対する指導監督の実施義務違反

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

（７）運転者に対する指導監督の記録義務違反【不実記載】

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）


